
令和 7 年 5 月 13 日 

 

お客様各位 

               〒553-003 

大阪府大阪市福島区福島 7-14-9-4F 

社会保険労務士法人 A＆P ついき事務所 

                                           代表社員 築城由佳 

 

令和 7 年度労働保険料等の年度更新のお知らせ 
 

 

新緑の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

労働保険料の年度更新の時期が近づいてまいりました。 

4 月 1 日から翌年 3 月 31 日期間の保険年度ごとに計算し、今年度の概算労働保険料の納付と、前年度

の労働保険料の清算を行います。 

つきましては、下記の書類を弊社までご送付ください。 

 

①お手元に届く労働保険年度更新申告書の書類一式  

※5 月末頃、緑の封筒または青の封筒で労働局から各社に届きます 

 

②別紙 1 ＜賃金報告書＞ ※ご記入ください 

 

③別紙 2 ＜建設業のお客様へ＞ ※建設業のお客様のみご記入ください 

 

freee 等、給与計算ソフトにて既に賃金の共有をいただいている場合は不要です。 

 

送付期限 令和 7 年 6 月 6 日(金) 必着 



別紙 1 

令和 6 年度 ＜賃金報告書＞ 

計算期間 令和 6 年４月１日 ～ 令和 7 年３月 31 日 勤務分の賃金について

ご回答ください。 

【この期間に支給の賞与含む】 

※雇用保険加入の有無に関わらず、直接雇用の全社員分（対象期間の退職者含む）が必要

です。 

・雇用保険未加入のパートタイマー賃金合計       ￥             

 雇用保険未加入のパートタイマーの※人数                 名 

 ※変動がある場合は１か月平均人数をご記入ください。 

 

・雇用保険加入の従業員（パート、正社員）賃金合計   ￥             

 雇用保険加入者の※人数                         名 

 ※変動がある場合は１か月平均人数をご記入ください。 

 

・賃金の総支給額（上記２つの合計）         ￥              

 

事業所名                   

お分かりにならない場合、R6.4 月~R7.3 月勤務分の給与明細書または賃金台帳をお送りください。  



別紙 2 

令和 6 年度 ＜建設業のお客様へ＞ 

 

1. 事務職員の計算期間 令和 6 年４月１日 ～ 令和 7 年３月 31 日 勤務分

の賃金についてご回答ください。 

・事務職員の賃金合計（賞与含む）          ￥             

・事務職員の人数                           名 

 ※変動がある場合は１か月平均人数をご記入ください。 

2. 令和 6 年４月１日 ～ 令和 7 年３月 31 日 に完了した元請け工事につい

てご回答ください。 

【元請け工事の有無】    あり  ・ なし  （いずれか○を付けて下さい） 

以下、元請け工事「あり」の場合のみご回答ください。 

① 現場名                                   

② 現場所在地                                 

③ 工期（または工事日）                            

④ 請負金額（税抜）    ￥               

※上記以外の工事がある場合は、別紙にて①～④を記載の上お送りください。 

 

事業所名                   



 令和 7 年 5 月 13 日 

お客様各位 

〒553-003 

大阪府大阪市福島区福島 7-14-9-4F 

社会保険労務士法人 A＆P ついき事務所 

                                           代表社員 築城由佳 

令和 7 年度 社会保険被保険者報酬月額算定基礎届のお知らせ 

 

新緑の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

社会保険の月額算定基礎届の時期が近づいてまいりました。 

※被保険者報酬月額算定基礎届：４～６月に支給された賃金を申告することで、９月から１年間の社会

保険料が決定されます。 

つきましては、下記の書類を弊社までご送付ください。 

 

①お手元に届く社会保険被保険者報酬月額算定基礎届の書類一式   

※6 月半ばに茶色の封筒で年金機構から届きます 

 

②社会保険加入者の令和 7 年 3 月～6 月支給分 賃金台帳・出勤簿 

確定していない場合は、５月支給分までを先に、6 月支給分は確定次第お送り下さい 

freee 等、給与計算ソフトにて既に賃金・出勤簿の共有をいただいている場合は不要です 

 

③このお知らせ用紙 

算定基礎届で決定した社会保険料のご案内を希望されますか？ 

はい  ・  いいえ  （いずれか○を付けて下さい） 

送付期限：令和 7 年６月２３日(月) 必着 


